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   国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを 

求める意見書 

 

地方自治体等から国に対する陳情・要請については、その窓口を

民主党に一元化されたことにより、「地方の声が国に届くのか」と

いう不安や批判の声が各地で続出しています。 

政府の中からも総務大臣が、昨年１１月に開催された地方分権推

進全国会議において、「首長は主権者の代表であり、中央政府の人

間が誰かを通さないと首長と会わないというようなことは、絶対に

あってはならない」という趣旨の発言をされました。 

本来、政治と行政の役割は切り離して考えるべきであり、特に多

様化、専門化している行政への要望等を政党が一元化して受けるこ

とによって、行政への窓口を閉ざすことは、民主主義の原則に反す

る行為であり、憲法で保障する国民の請願権を侵害することにもな

りかねません。 

よって、政府におかれては、行政府として直接、地方の声に耳を

傾け、しっかりと受けとめる仕組みを保障するよう強く要望します。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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